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―― 会員募集中です。（詳細は TEL 3388－6896  中野法人会事務局まで）――

活発な社会貢献活動を展開 !!活発な社会貢献活動を展開 !!

2月3日「e-Tax講習会　於：テラハウスICA」 

�野部会長＆遠藤幹事も… 

山口副署長も… 

鈴木会長も… 

中野夢通りに… 

柴野社会貢献副委員長も… 

八巻上席も… 

スタート前にハイポーズ！ 

～～～ 中野税務署  確定申告会場に… ～～～ 

三鴨部会長も… 

赤羽事業副委員長も… 

三塚署長、山信田統括、大平補佐も… 

早朝より応援して頂いた皆様 

～（JR中野駅）～ アール・ブリュット ～ （サンモール商店街） ～ 於：歴史民俗資料館 2014  ソチ冬季オリンピック 

“なかの”Good Spot（2月） 

2月17日  “確定申告”e-Taxの利用促進をPR（JR中野駅頭） 
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―― 会員増強に皆様のご協力をお願い致します。――

掲　示　板 （5～7月行事予定表） 
月　　日 時　　間 備　　　考 会　　　場 内　　　　　　　　容 

広報委員会（7月1日号編集会議） 

正副会長・総務・事業合同役員会 

（第１部）税務研修会 

（第２部）第３回通常総会 

（第３部）感謝状贈呈式 

（第４部）懇親会パーティー 

新設法人説明会 

決算法人説明会 

東法連・理事会 

書き方説明会 

女性部会・第２３３回研修会 

女性部会・役員会 

中野税務懇談会 

源泉研究部会・第３４７回研修会 

源泉研究部会・役員会 

青年部会・第３５２回研修会 

青年部会・研修会後懇親会 

決算法人説明会 

東法連・理事会 

東法連・通常総会：贈呈式 

東法連・祝賀パーティー 

第３７回初歩の簿記講習会Ａコース 

第３７回初歩の簿記講習会Ｂコース 

正副会長会 

常任理事会 

理事会 

省エネセミナー（共催：中野区） 

第１９回パソコン講習会（Wordコース） 

第１９回パソコン講習会（Excelコース） 

決算法人説明会 

新設法人説明会 

法 人 会 館  

 

 

 

 

 

法 人 会 館  

法 人 会 館  

全法連会館4階 

法 人 会 館  

法 人 会 館  

法 人 会 館  

中野税務署・別館 

法 人 会 館  

法 人 会 館  

法 人 会 館  

未 定  

法 人 会 館  

明 治 記 念 館  

明 治 記 念 館  

明 治 記 念 館  

法 人 会 館  

法 人 会 館  

法 人 会 館  

法 人 会 館  

法 人 会 館  

法 人 会 館  

専門学校東京テクニカルカレッジ 

専門学校東京テクニカルカレッジ 

法 人 会 館  

法 人 会 館  

一般受付：15：00～ 

（会長） 

ご来賓入場：17：30

中 野 サ ン プ ラ ザ  
13F スカイルーム 
中 野 サ ン プ ラ ザ  
13F スカイルーム 
中 野 サ ン プ ラ ザ  
13F スカイルーム 
中 野 サ ン プ ラ ザ  
13F スカイルーム 
中 野 サ ン プ ラ ザ  
13F コスモルーム 

５
　
　
　
　
月 

７
　
月 

６
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
月 

第37回初歩の簿記講習会、第19回パソコン講習会、省エネセミナーは、同封のご案内をご覧下さい。（申込受付中！） 

11：00～12：30 

14：45～14：55 

15：30～16：30 

16：30～17：30 

17：30～18：00 

18：00～19：30 

13：30～15：30 

13：30～15：30 

15：00～16：00 

13：30～16：00 

14：00～15：00 

15：00～16：00 

11：00～12：30 

14：00～15：30 

15：30～16：00 

17：00～18：00 

18：00～19：30 

13：30～15：30 

15：00～16：00 

16：00～17：00 

17：00～18：00 

13：30～15：30 

13：30～15：30 

10：00～10：30 

10：30～11：00 

11：00～12：00 

13：00～14：30 

13：30～17：00 

13：30～17：00 

13：30～15：30 

13：30～15：30

2014　VOL.196「新入会員特別研修会・交流会」を開催 

２ 
２ 

４・５ 
６ 
７ 
８ 

９～１０ 
１１ 
１２ 
１３ 

活発な社会貢献活動（確定申告・駅頭PR活動） 
　　　　　　　　　（e-Tax講習会） 
知っとくと得情報（税の豆知識：山岡先生） 
税務署だより（税務職員採用試験）・都税だより 
中野区だより（21の会）（中野区観光協会）（ナカノプラプラ） 
中野区だより（大学がオープン！）（ミニ町情報）他 
新入会員特集（特別研修会＆交流会） 
平成２５年度・新入会員紹介＆通常総会案内 
知っとくと得情報＆ANTENNA� 
各委員会・監査会を開催・（桜まつりに協賛） 

１４ 
１４ 
１４ 
１４ 
１５ 
１６ 
１７ 
１８ 
１９ 
２０ 

春の税務研修会開催（東法連・全法連ニュース） 
Healthy Balance Dinner 試食会 
支部だより（第９中央・９本町・１０支部） 
　　　　　（鍋横夏まつりPR） 
支部だより（役員会を開催） 
部会だより（源泉研究部会）（青年部会） 
部会だより（女性部会）（青年部会） 
部会だより（青年部会：租税教室） 
中野逸品グランプリ入賞発表 
活発な社会貢献活動（中野ランニングフェスタ2014） 

・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・  
・・・・ 
 
 

・・・・・・・・・・・・・・・  
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・ 

・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●表紙（写真説明）……第12回フォト・コンテスト入賞『静寂』（京都・西芳寺苔寺） ジェーピーシー（株） �橋　　章 氏

発行所 （公社）中野法人会　〒165－0026  東京都中野区新井2－33－6 電話（3388）6896 FAX（3388）2550 e-mail  houjin@onyx.dti.ne.jp
編集：広報委員会　印刷：友美堂 〒164－0013  東京都中野区弥生町6－5－7 電話（3381）1423 FAX（3381）1743
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最近、法律事務所等のＣＭで「過払金返還請求

訴訟」という言葉をテレビやラジオで聞くことが

あります。これは具体的には、利息制限法の制限

利率を越える利率の利息を支払った場合、その制

限を超える利息（制限超過利息）を返してもらう

ことができる場合がありますが、この返してもら

える金銭のことを「過払金（返還金）」といい、

その手続きのことを「過払金返還請求訴訟」と呼

んでいます。

今回は、利息制限法と出資法の金利の仕組みと、

過払となっている部分が返還され、その返還まで

に付された利息について、課税上どのように取り

扱われるかを説明いたします。

１　利息制限法

金銭消費貸借上の利息に関する契約は、利息

制限法（第１条）によって、高利を抑制し、貸

主の暴利行為から借主を保護する事を目的とし

て、次の利率により計算した額を超える金利帯

での貸付は、無効とされています。

�元本が10万円未満の場合………………年20％

�元本が10万円以上100万円未満の場合

………………年18％

�元本が100万円以上の場合……………年15％

２　出資法

以前は法律上の上限金利は年29.2％でしたが、

近年、返済しきれないほどの借金を抱えてしま

う「多重債務者」の増加が、深刻な社会問題と

なったことから、これを解決するため、平成18

年、従来の法律が抜本的に改正

され、上限金利は年20％に引き

下げられました（平成22年６月

18日施行）。

これまで、貸金業者の場合、出資法の上限金利

（29.2%）と利息制限法の上限金利（貸付額に応じ

15％～20％）の間の金利帯でも、一定の要件を満

たすと有効となっており、これがいわゆる「グレ

ーゾーン金利」といわれていました。

この利息制限法上限金利と出資法上限金利の間

の金利帯（グレーゾーン金利）で締結された金銭

消費貸借で、利息制限法を超える部分を「過払い」

として返還を求める訴訟を提起し、利息制限法を

超える金利部分を無効とする判決が下されれば、

過払いとして返還を受けられることとなります。

なお、平成18年12月20日改正される以前の利息

制限法第１条２項では、「超過部分を任意に支払っ

た場合にはその返還を請求することができない」

とされていましたが、この場合でも、借主は超過

支払額の返還を請求できるとする裁判例が多く出

され、法改正とともに第１条２項の規定は削除さ

れました。

ところで、この過払金ですが、利息制限法の超

過部分を全部返してもらえるわけではないので注

意が必要です。

利息制限法の制限超過利息は、まず、借入金の

元本に充当されます（利息・遅延損害金などが残

っていればそちらから充当されます）。

つまり、払い過ぎた分が借金の元本に組み入れ

られていくわけです。返済をする度に次々と制限

超過利息が元本に充当されていきますので、借金

の元本はどんどん減っていくことになります。

この払い過ぎの状態が続き、元本等への充当が

行われ続けていくと、いつか元本は全額なくなり

ます。

しかし、このように借金の元本がなくなった後

利息制限法と出資法の上限金利

グレーゾーン金利

過払い金と元本充当の仕組み

＝税の豆知識＝ 
税理士 

山　岡　修　治 
〒101－0047 
千代田区内神田１－２－２ 
　　　　　小川ビル７階 
神田合同税理士事務所 
TEL  03（3518）2711� 
FAX  03（3518）2712 
携帯  090（2212）0306 
e-mail  higumasy@d6.dion.ne.jp 
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でも、それを知らずに払い続けていく場合があり

ます。

この元本を充当しきった後にも、さらに利息制

限法の制限超過利息を支払い続けた場合に発生す

るのが「過払金」ということになります。

したがって、制限超過部分が返してもらえるの

は、元本充当が終わったあとのものですので、支

払ったすべての利息を返してもらえるというわけ

ではないので、その点は注意しておく必要があり

ます。

１ 制限超過利息の支払額が各年分の各種所得の

金額の計算上必要経費に算入されていない場合

→ 過払分として返還された制限超過利息は、

利息として支払った金銭のうち払い過ぎとな

っている部分について返還を受けたものであ

り、所得が生じているものではないため、課

税関係は生じません。

ただし、返還金に付された利息については、

その支払を受けた日の属する年分の雑所得の

金額の計算上総収入金額に算入する必要があ

ります

２ 制限超過利息の支払額が各年分の各種所得の

金額の計算上必要経費に算入されている場合

� 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ず

べき事業に係るものである場合

→ 制限超過利息の合計額（元本に充当され

た部分の金額及び返還を受けた部分の金額

の合計額）を、判決のあった日の属する年

分のこれらの所得の総収入金額に算入し、

また、返還金に付された利息の額を、その

支払を受けた日の属する年分の総収入金額

に算入します。

� 制限超過利息の支払額が事業的規模に至ら

ない不動産所得又は雑所得を生ずべき業務に

係る必要経費に算入されている場合

→ その制限超過利息の支払額が必要経費に

算入されないことになるので、必要経費に

算入した各年分の所得税について修正し、

返還金に付された利息の額を、その支払を

受けた日の属する年分の総収入金額に算入

する必要があります。

・国税／４月分源泉所得税の納付　　　５月12日

・国税／３月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等） ６月２日

・国税／９月決算法人の中間申告　　　６月２日

・国税／６月、９月、12月決算法人の消費税等の

中間申告（年３回の場合） ６月２日

・国税／個人事業者の消費税等の中間申告

（年３回の場合） ６月２日

・国税／確定申告税額の延納届出による延納税額

の納付　　　　　　　　　　　６月２日

・国税／特別農業所得者の承認申請　　５月15日

・地方税／自動車税・鉱区税の納付

都道府県の条例で定める日

・国税／５月分源泉所得税の納付　　　６月10日

・国税／所得税の予定納税額の通知　　６月16日

・国税／４月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等） ６月30日

・国税／10月決算法人の中間申告　　　６月30日

・国税／７月、10月、１月決算法人の消費税等の

中間申告（年３回の場合） ６月30日

・地方税／個人の道府県民税及び市町村民税の納

付（第１期分）

市町村の条例で定める日

・労務／健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支

払届　　　　　　　　　支払後５日以内

・労務／児童手当現況届（市町村役場に提出）

６月30日

「母　の　日」
1905年5月9日、アメリ

カヴァージニア州に住むアン
ナ・ジャービスという人が
「亡き母を追悼したい」とい

う想いから、1908年5月10日、フィラデ
ルフィアの教会で白いカーネーションを配っ
た。この風習がアメリカ全土に広がり、
1914年、当時の大統領だったウィルソンが
5月の第二日曜日を「母の日」と制定した。
それがそのまま日本にも伝わり、今年は5

月11日が母の日となっています。返還を受けた利息制限法の制限超過利息

5月の税務と労務

6月の税務と労務
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務 署 だ よ り 務 署 だ よ り 務 署 税 税 税 だ よ り 

都 税 だ よ り 都 税 だ よ り 都 税 だ よ り 

5月は自動車税の納期です 

6月は固定資産税・都市計画税第1期分の納期です（23区内） 

平成26年度の自動車税納税通知書は、5月1日（木）に発送します。 

〈納 期 限〉6月2日（月） 
〈納付方法〉◆金融機関・郵便局・都税事務所・都税支所・支庁などの窓口 
　　　　　　◆コンビニエンスストア（納付書1枚あたり合計金額が30万円までのもの） 
　　　　　　◆金融機関・郵便局のペイジー対応のATM、インターネットバンキング、モバイルバンキング、
　　　　　　　パソコン・携帯電話からクレジットカードを利用して納付することができます。 

5月は自動車税の納期です 

平成26年度の固定資産税・都市計画税の納税通知書は、6月2日（月）に発送します。 

〈納 期 限〉6月30日（月） 
〈納付方法〉◆金融機関・郵便局・都税事務所・都税支所・支庁の窓口 
　　　　　　◆コンビニエンスストア 
　　　　　　　（納付書1枚あたり合計金額が30万円までのもの） 
　　　　　　◆金融機関・郵便局のペイジー対応のATM、 
　　　　　　　インターネットバンキング、モバイルバンキング 
　　　　　　◆口座振替：5月12日（月）までのお申し込みで第1期分から、 
　　　　　　　　　　　　8月11日（月）までのお申し込みで第2期分から 
　　　　　　　　　　　　口座振替をご利用いただけます 

固定資産税・都市計画税の納付には、安心便利な口座振替をご利用ください。 

〈口座振替のお問い合わせは…〉主税局徴収部納税推進課口座振替係（03－5912－7520） 

6月は固定資産税・都市計画税第1期分の納期です（23区内） 

－都税についてのお知らせ－ 

5月は自動車税の納期です 

6月は固定資産税・都市計画税第1期分の納期です（23区内） 

平成26年度　税務職員採用試験のお知らせ 平成26年度　税務職員採用試験のお知らせ 
人事院では、下記のとおり「平成26年度 税務職員採用試験」を行います。 

興味のある方は、税務署までお気軽にお問い合わせください。 
記 

◇受　験　資　格　�平成26年4月1日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算
　　　　　　　　　　して3年を経過していない者及び平成27年3月までに高等学校又は中等教育学校を
　　　　　　　　　　卒業する見込みの者 
　　　　　　　　　�人事院が�に掲げる者に準ずると認める者 
◇申込書交付期間　平成26年5月12日（月）～7月2日（水）（土・日曜日は除く。） 
◇申込書受付期間　�インターネット　平成26年6月23日（月）～7月2日（水） 
　　　　　　　　　�郵送又は持参　　平成26年6月23日（月）～6月26日（木） 
　　　　　　　　　※できるだけ、インターネットで申込みをしてください。 
◇試　　験　　日　�第1次試験　平成26年 9月7日（日） 
　　　　　　　　　�第2次試験　平成26年10月16日（木）～10月24日（金）のうち指定する日 

※詳細については、お気軽に中野税務署・総務課（TEL 03－3387－8111 内線203）までお尋ねください。 

平成26年度　税務職員採用試験のお知らせ 
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■中野発の音楽イベントを開催！
― 地域の更なる活性化に向けて ―
いつもナカノプラプラの活動趣旨にご理解頂き、あ
りがとうございます。この度、中野ブランドを創って
いく新たな動きとして、音楽イベントの活動を開始い
たしました。
その第一弾として、４月12日�中野５丁目のミュー
ジックバーJUKE80sにて、ロックイベントを開催いた
しました。ご来場いただきました皆様、誠にありがと
うございました。
私達は音楽というコンテンツを掘り起こし、これに
ICTの技術を掛け合わせるなどの活動を通じて、中野
の産業・街を今以上に活性化させたく考えています。

中野は古くから音楽と深い繋がりのある街です。街
には音楽アーティストらの拠点が多くあります。特に
中野サンプラザでは、1973年から国内外のアーティス
トにより、音楽史上に残る数多くのイベントが開催さ
れてきました。
この様な特徴を持つ中野に、私達の理念に共感して
くれるアーティストを集め、中野全域での大型音楽フ
ェスティバル開催も視野に
入れ、邁進して参ります。
今後も定期的な音楽イベ
ントを開催いたしますので、
当会からの案内にご注目下
さい。

野 区 だ よ り 野 区 だ よ り 野 区 中 中 中 だ よ り 

応援頂いた皆様と…受付担当の皆様中野法人会は“税金クイズ”を！

特定非営利活動法人 ナカノコンテンツネットワーク協会（ナカノプラプラ）からのお知らせ

中野区観光協会

3月1日「なかのアンテナストリート」 次回は6月７日・7月5日 出店募集中

2月1日「なかのアンテナストリート」

北 相談役（元・副会長）逝く

�三和コネクタ研究所　取締役会長　北 誠之助様は、
３月11日ご逝去されました。（享年82歳）
北様は、昭和46年に法人会に入会、その後、昭和50年

から平成２年まで「理事」、その後「常任理事」を経て、
平成６年から平成13年まで「副会長」、平成13年から19年
まで「監事」、その後「相談役」として法人会の発展、
又、後継者の育成に大変ご尽力を賜りました。
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（3月2日「まちの落語かい」 於：実相院本堂） （3月9日「第19回上高田音楽祭」 於：上高田区民活動センター）

野 区 だ よ り 野 区 だ よ り 野 区 中 中 中 だ よ り 

四季の都市（まち）全景 参加された経済団体の皆様と

挨拶：田中区長

凄いですね…！

～～～素晴らしい演奏でした～～～

イヨ－！粋だね “楽しんで帰って下さいネ”“ミニ屋台村”

会場の実相院

～～～～～（2月4日  於：目黒雅叙園）親しき友人と日本文化に触れる～！！ ～～～～～ 

感　激 ……！！（N・S） 

2月9日  於：築地ブディストホール（左：俳優・鈴木秀人氏） 2月14日  於：中野サンプラザホール 
3月12日 ドラマチック・タンゴ 

「永遠の旋律」グレコス・タンゴ・オルケスタ 3月23日  於：東中野 

観劇・観賞 …… 感激！（N・S） 

《四季の都
ま

市
ち

に3つの大学が…早稲田大学中野コミュニティプラザがオープン》
カレッジタウンに多くの世界の若者が…

5月17日�・18日� 10：00～16：00（於：四季の森公園）『花と緑の祭典 2014  春』を開催予定

《ミニ町情報》
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参加された新入会員の皆様の  参加された新入会員の皆様の  参加された新入会員の皆様の  
キリン（株） 松尾映二
従来、キリンビール本社での法人会への加入実績は無く、中野に移転して初めて法人会のお仲間に
加えていただきました。会員の皆様の熱心な活動に驚いているというのが正直なところです。ひとえ
に、皆様の真摯な姿勢の表れと敬服しております。
法人税に関しては、企業として適正な利潤を得て、その結果として税金を国と地方に対して納付で

きるよう努力する所存ですが、弊社にとっては酒税の動向が大きな関心事であります。折角の機会ですので、この
紙面をお借りしてビール類の酒税の問題点についてアピールさせてください。
ビール類には他の酒類と比較して極めて高率・高額な酒税が課せられており、国際的に見ると非常に高い負担率
となっており、ドイツ、フランスの15倍、アメリカの14倍となっています。
また、国内でもアルコール分１度１リットルあたりの酒税額を比較するとビールは他の酒類（清酒、ウイスキー、
ワイン、焼酎等）の４倍以上の税率であり、酒類間の不公平が明確であります。結果、ビール大びんの１本あたり
の税負担は45.1％を占めています。
お客様からの「より手ごろな価格のビールタイプが飲みたい」というご要望にお応えして、税率がいくらか低い
発泡酒や新ジャンル商品を発売し、たゆまぬ企業努力で品質も向上し、庶民の酒として広く愛飲されるようになり
ましたが、他の酒類に比べその税率は依然高率、高額です。
さらに今般予定されている消費税率の引き上げにより、愛飲者の方々の税負担は益々重いものとなり、このまま
では先の大びん１本あたりの税負担率は47.6％となる見込みです。
ということで従来からビール酒税の大幅な減税を強く要望しています。皆様方のご理解とご支援を賜れば幸いです。

（株）リアルター九段　内野大三郎
靖国神社のすぐそばで起業した後に中野へ移転したため、地名とはちぐはぐな社名ですが、「リア
ルター＝realtor」とは、米国では「不動産仲介業者」として親しまれています。
英語はあまり得意ではありませんが、単語の語尾が「or」で終わる単語は、少し偉い人が多いよう
です。「医者＝Doctor」「ご先祖＝Ancestor」「天皇、皇帝＝Emperor」等。語源を紐解くと面白そう

ですね。法律事務所と共に不動産情報提供だけでなく実際の仲介業務も細々と行っております。人口減少社会にお
ける都心の不動産会社は、今後、仲介だけでなく管理業務にも長けてなければなりません。
時代の変化に対応できるだけの社力を身に付けて、ご地元の皆様に貢献できるよう、日々精進をいたします故、
よろしくお願いいたします。

恒例の『新入会員特別研修会・交流会』が、２月27日�中野サンプラザで開催され、68名の方が参加されました。

（詳細は、事務局まで　TEL  3388－6896） 

鈴木会長 三塚署長 横山副会長 宮島副会長 山口副署長 支部長の皆様 大同生命の皆様

木村副会長 �野副会長 安藤部会長 三鴨部会長 赤羽氏＆滝口氏 �野部会長＆櫻井様 宗田副会長
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参加された新入会員の皆様  参加された新入会員の皆様  参加された新入会員の皆様  

◆源泉研究部会 
　創立39年目、年９回研修会
を開催、会費：年9,600円 

◆青年部会 
　創立34年目、年齢が50歳迄
の男女どなたでも入会可能、
会費：年6,000円 

◆女性部会 
　創立33年目、女性の経営者、
社員の方どなたでも入会可
能、会費：年1,800円 

※中野法人会には（源泉研究部会・青

年部会・女性部会）があり、それぞれ

独自に活動を展開しております。 

　（写真は、3部会の役員の皆様です。） 

是非、ご入会のご検討を！ 

充実した部会 

～～～～～ 多くの皆様に参加して頂きました ～～～～～ 
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平成２５年度新入会員 
 

中 野 物 産 ㈱  

㈲ ア ザ レ 企 画  

㈲オフィス40 . 8度 

㈲ エ ー・プラス  

㈲ B O U・C I L A  

 

 

�亮諦学園  金の峯幼稚園 

㈱ ガ ミ ン グ  

一般社団法人  銀の森 

特殊精機工事㈱ 

吉 田 真 一  

 

 

� 木 精 肉 店  

㈱ D o m a c  

なかの中華！S a i  

永井翔太郎法律事務所 

旭化成ホームズ㈱ 

㈱ カ ネ ケ ン  

 

 

㈱ ア ス モ  

㈱くじらカンパニー 

カ ン ロ ㈱  

㈱ 桜 美 企 画  

㈲ フットニック 

 

 

㈲Castle of happiness 

㈱エヌエスハウジング 

（個人）高橋佐智子 

㈱ ア ク ア  

㈱ コ ード 服 装  

㈱ONOレンジャー 

新 和 精 機 ㈱  

㈱プロスパージャパン 

㈲ カ シ ワ 商 事  

 

㈱ベースオントップ東京支社 

医療法人社団 因幡会 

キリンホールディングス㈱ 

麒 麟 麦 酒 ㈱  

キリンビールマーケティング㈱ 

キ リン 物 流 ㈱  

キリンビバレッジ㈱ 

キリンメンテナンス・サービス㈱ 

メ ル シ ャ ン ㈱  

第一アルコール㈱ 

キリンアンドコミュニケーションズ㈱ 

キリンビジネスエキスパート㈱ 

キリンビジネスシステム㈱ 

小 岩 井 乳 業 ㈱  

キリンエコー ㈱  

学校法人　帝京平成大学 

㈲ワタショウ企画 

 

 

㈱宮崎プロパティー 

特定非営利活動法人 

中野コンテンツネットワーク協会 

㈱ ダ イ ケ ン  

㈲ 不 二 園  

東 栄 ㈱  

フェニックス・ソリューションズ㈱ 

㈱シージェービジョン 

合田雅一（桂　扇生） 

㈲ 丸 屋  

 

 

食趣工房　すず木 

㈱ 三 杉 里  

ワインキュレーション㈱ 

㈱寺崎務建築研究所 

 

 

㈲タキタモータース 

㈲ 越 後 屋  

ヘアーデザイン・エレクシア 

㈱ 新 　 　 鋭  

㈱白金コンサルタント 

アンビエント ヘアー 

㈱ティー・エー設計 

飯 島 石 材 ㈱  

ユニバース開発㈱ 

中 野 物 産 ㈱  

青 葉 商 事 ㈱  

㈱GUNしすてむ 

 

 

西京信金・中野支店 

㈱ ク ロ ス  

 

 

 

NEWS TOKYO／JAPAN 

㈱日本テレメックス 東京支店 

㈱海洋先端技術研究所 

㈱ ア ク シ ス  

㈱ケミカルジャパン 

㈱ 侑 玄 堂  

ヤマザキデイリーストア中野中央店 

㈱ サンメディア  

㈱ ア ジ プ ロ  

 

 

思 い 出 洋 品 店  

久 松  

 

 

瑞 穂 印 刷 ㈱  

㈱ セ イ リ ン グ  

正 和 印 刷 ㈱  

 

上鷺宮5－7－3 

鷺宮3－9－20 

若宮2－53－11 

若宮3－30－5 

若宮3－40－3 

 

 

江古田3－9－9 

江古田4－23－22－205 

江原町1－47－10－301 

江原町3－34－1 

杉並区上高井戸1－31－17 

 

 

大和町1－48－5 

大和町3－20－4－201 

野方1－6－1－1F 

野方6－40－1－2F 

武蔵野市吉祥寺本町2－14－14－4階 

千葉市花見川区大日町408－2 

 

 

新井1－26－4－2F 

新井2－1－1－701 

新井2－10－11 

世田谷区代田6－30－2 

品川区東品川4－10－18－2302 

 

 

松が丘1－2－15 

松が丘1－26－11 

上高田1－50－16 

上高田3－38－5 

上高田4－28－19－1F 

中野5－52－15－3階 

板橋区小豆沢2－20－3 

西新宿7－7－26－3F 

さいたま市南区曲本5－8－3－101 

 

中野4－2－13－8F 

中野4－10－2中野セントラルパークサウス 

中野4－10－2中野セントラルパークサウス 

中野4－10－2中野セントラルパークサウス 

中野4－10－2中野セントラルパークサウス 

中野4－10－2中野セントラルパークサウス 

中野4－10－2中野セントラルパークサウス 

中野4－10－2中野セントラルパークサウス 

中野4－10－2中野セントラルパークサウス 

中野4－10－2中野セントラルパークサウス 

中野4－10－2中野セントラルパークサウス 

中野4－10－2中野セントラルパークサウス 

中野4－10－2中野セントラルパークサウス 

中野4－10－2中野セントラルパークサウス 

中野4－10－2中野セントラルパークサウス 

中野4－21－2 

中野5－67－6－901 

 

 

東中野1－9－1 

東中野1－51－13－2F
 

 

東中野1－58－16 

東中野2－28－6 

東中野4－6－7－401号 

東中野4－11－3 

東中野5－6－4－102 

練馬区石神井台3－26－4－602 

練馬区光が丘3－8－12－606 

 

 

中野2－28－1－204 

中野2－28－3ごっつハンド 

中野2－30－5 

中野3－47－13－3F 

 

 

中野3－2－4 

中央3－33－1 

中央3－33－6 

中央3－34－3－202 

中央3－49－6－102 

中央4－2－3－1F 

中央4－6－12 

中央4－42－10 

中央5－8－1 

中央5－8－6 

中央5－24－11－501 

武蔵野市境2－2－6－301号 

 

 

本町4－44－13 

本町5－48－7－301 

 

 

 

中央2－7－17 

中央2－9－1 

本町1－3－11 

本町1－32－2－2F 

本町1－32－2－3F 

本町2－11－11 

本町3－3－22 東ビル1F 

本町3－10－3 

飯田橋4－2－1－7F 

 

 

本町4－6－3 

弥生町2－14－3 

 

 

南台2－16－2 

南台3－37－8－507 

弥生町5－28－17 ルミナス南台1F

第1支部（上鷺宮・鷺宮・白鷺・若宮） 

第9本町支部（本町４丁目～６丁目） 

第12支部（南台） 

第10支部 
（中央１丁目～２丁目、本町１丁目～３丁目） 

第11支部（弥生町） 

第7支部（東中野） 

第8支部（中野１丁目～３丁目） 

第6支部（中野４丁目～６丁目） 第9中央支部（中央３丁目～５丁目） 

第2支部（江古田・江原町・丸山・沼袋） 

第3支部（大和町・野方） 

第4支部（新井） 

第5支部（松が丘・上高田） 

◆『公益社団法人・第三回通常総会』開催ご案内◆ 
1. 日時：平成26年5月8日� 
　　　　 午後3時より受付 
　　　　 午後3時30分開会 
 
1. 会場：中野サンプラザ 

第一部『税務研修会』（午後3時30分～）13F  スカイルーム 
　　　「平成26年度  税制改正について」 
第二部『通 常 総 会』（午後4時30分～）13F  スカイルーム 
第三部『感謝状贈呈式』（午後5時30分～）13F  スカイルーム 
第四部『懇親パーティー』（午後6時～）　　　13F  コスモルーム 
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無 料 法 律 相 談 

得 

中野法人会の 中野法人会の 

実施日時：6/10�、8/6�、10/8�、12/10� 
　　　　　午後1時から5時（相談時間は、1案件：45分） 
会　　場：中野法人会館（応接室又は2階） 

●まずは、中野法人会・事務局宛てにお電話下さい。 
●希望される方には、事前に「相談カード」にご記入して頂きます。電話を頂き次第、「相談カード」を
FAXにて送信させて頂きますので、相談予定日の１週間前までにFAXか郵送でご返送下さい。 
●実施日以外はお断り申し上げます。 
●時間の超過は原則として認めておりませんのでご注意下さい。 
〒165－0026 中野区新井2－33－6　TEL：03－3388－6896　FAX：03－3388－2550（担当）佐藤・三國 

この度、中野法人会では、福利厚生制度の一環として無料法律相談を行う事になりました。 
対　　象：原則として会員限定 
相談内容：個人及び会社における法律相談 
担当弁護士：法人会員の弁護士が対応 
　　　　　致します。 

古野様、鈴木会長と… “おめでとうございます” 

（1月30日�　於：帝国ホテル） （1月17日�　於：日比谷公会堂） 

（3月4日�　於：ALLOKスタジオ） （3月24日�　於：東京アメリカンクラブ） 

2月18日：緑十字金章の�野副会長とご夫人 2月25日：緑十字銀章の榎本副会長 

挨拶：�澤会長 ～～～～～ 盛大な記念祝賀会でした ～～～～～ 

～～ �オフィスエルアールのALLOKオープン ～～ ～～ 盛大に“ビジネスガード30周年記念式典”が… ～～ 

（3月20日�　於：ホテルパシフィック LE DAIBA） 
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―― 会員増強に皆様のご協力をお願い致します。――

『理事会』『公益社団法人第3回通常総会』に向けて、『各委員会』を開催！！ 『理事会』『公益社団法人第3回通常総会』に向けて、『各委員会』を開催！！ 

3/25  JR中野駅にオープン
4/5・6（イベントで参加しました）

詳細は次号で…。

社会貢献活動 （桜まつりに協賛）

Ⅰ．［総務委員会］（榎本副会長）

3月7日に開催
4月7日に開催
１．平成25年度収支報告＆平成26年度予算
２．「e-Tax、eLTAXの推進」について

Ⅱ．［事業委員会］（宮島副会長）

3月17日に開催
１．�平成25年度の事業報告
�平成26年度事業計画

Ⅲ．［組織委員会］（横山副会長）

3月28日に開催
１．�「平成25年度・加入状況」について
�会員増強功労表彰について
�平成26年度・事業計画

Ⅳ．［厚生委員会］（大月副会長）

3月18日に開催
１．�平成25年度・事業報告＆平成26年度・事業計画
�中野法人会の福利厚生制度について
�「春の講演会＝第15回健康セミナー」開催について
�開催日：平成26年４月22日�　17：00開始

中野サンプラザ14F クレセントルーム
�講師：羽山隆次氏「しなやかに美しく」

Ⅴ．［広報委員会］（木村副会長）

3月3日に開催
１．�発行済会報＆今後の発行について
�第13回フォトコンテストについて
�中野法人会のホームページ活用

Ⅵ．［税制委員会］（宗田委員長）

3月25日に開催
１．�平成26年度・税制改正要望陳情について。
�平成27年度・要望事項のとりまとめスケジュール

Ⅶ．［社会貢献委員会］（�野副会長）

3月17日に開催
１．�平成25年度事業報告
�平成26年度事業計画
（中野通り桜まつり、中野にぎわいフェスタなど）

4月7日、法人会館
において「監査会」
を行いました。

「監　査　会」

（中野駅前の提灯）

宮坂監事 麻沼監事 鎌田監事
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―― 会員募集中です。（詳細は TEL 3388－6896  中野法人会事務局まで）――

支 部 だ よ り 支 部 だ よ り 支 部 だ よ り 

《第9中央・第9本町・第10支部》

◆「恒例の日帰りバス研修会」3月29日（土）◆ ～山梨方面へ～

支部 時　間 開　催　場　所 開 催 日  支部 時　間 開　催　場　所 開 催 日  

春の税務研修会開催 
（今回のテキストを無料で差し上げます。希望される方は事務局まで） 

春の税務研修会開催 
（今回のテキストを無料で差し上げます。希望される方は事務局まで） 

テーマ：平成26年度  ここが変わる！ ことしの税制改正 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7

8 

9中央 

9本町 

10 

11 

12

14：00 

14：00 

14：00 

14：00 

14：00 

14：00 

 

４月８日 

４月18日 

４月18日 

４月18日 

４月17日 

４月17日 

火 

金 

金 

金 

木 

木 

14：00 

14：00 

14：00 

14：00 

14：00 

14：00 

14：00

４月14日 

４月９日 

４月10日 

４月11日 

４月11日 

４月11日 

４月21日 

月 

水 

木 

金 

金 

金 

月 

中野ゼロ西館・学習室２・３階 

西武信金・本町通支店 

西武信金・本町通支店 

西武信金・本町通支店 

西京信金・南中野支店 

西京信金・南中野支店 

西 武 信 金・鷺宮支店 

西 京 信 金・沼袋支店 

西 京 信 金・野方支店 

法 人 会 館・２階会議室 

法 人 会 館・２階会議室 

法 人 会 館・２階会議室 

西 武 信 金・東中野支店 

ハーブ園旅日記 丸藤葡萄酒工業�見学 フルーツパーク富士屋ホテルで 素敵なディナーを

“社会貢献活動にご協力を！” 
８月２・３日に行われる『鍋横夏祭り』に参加致します。 
そこで、皆様のご協力を頂き度く宜しくお願い致します。 
『あなたのお家の不要タオルを寄付して下さい』 
『引出しの中の使用済切手をご寄付願います』 

当日の会場は、鍋横商店街・中央商店会館付近の予定。 
事前に、中野法人会事務局、（かね長桜建設�・桜井様）、
（�柴商店・柴様）（東京天然色�・三好様）でもお預
かり致します。 

全法連・東法連ニュース
【全法連】・税制セミナー（２月18日、５名参加）

事務局セミナー（３月12日、１名参加）

【東法連】・税制講演会（３月25日、３名参加）

◆ Healthy Balance Dinnner ◆

～～ 2月28日 於：中野サンプラザ「ヘルシーディナー試食会」～～

2月18日 会場：ハイアットリージェンシー東京 3月25日 会場：スクロール麹町 講師：品川芳宣氏
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―― 会員増強に皆様のご協力をお願い致します。――

支 部 だ よ り 支 部 だ よ り 支 部 だ よ り 
支部・役員会を開催！
各支部共、平成25年度の事業・収支報告と平成26年度の事業などについて活発に話し合われました。

４月開催予定の『春の定時総会＆税務研修会』についても意見交換をしました。

第1支部（大神田支部長） 第2支部（宮治支部長） 第３支部（矢島支部長） 

第4支部（鳥居支部長） 第5支部（谷津支部長） 第6支部（斉藤支部長） 

第7支部（鈴木支部長） 第8支部（櫻井支部長） 挨拶：�野副会長 

第9中央支部（川村支部長） 第9本町支部（佐藤支部長） 第10支部（柴支部長） 

第11支部（秋元支部長） 第12支部（白川支部長） 

“各支部とも 
　　  決意も新たに” 

すばらしい 

スタートの 

役員会でした。 



《青年部会》

◆『親睦ゴルフコンペ』を開催 ◆（3月5日　於：エーデルワイスゴルフクラブ）
～ 精鋭23名が熱戦を展開…！ ～

中野税務署源泉部門の林審理上席を講師に招聘して
「源泉所得税あれこれ」というテーマで話をして頂き
ました。
私は先般、中野税務署を訪れ、林上席に、生命保険
料控除を申告し忘れた社員への対応の仕方を質問して
いました。
年調をやり直すのか？確定申告をするのか？と言う
二つの対処法のなかで、各々の方法で納税額（この場
合本人が還付を受ける額）が異なっていることに気付
いたからです。

今回の講義では、冒頭こ
の点が取り上げられ、年末
調整と確定申告では国税通
則法において、その根拠と
なる条文が異なり、年税額
を計算する際の端数処理の
タイミングが違うため異なった結果が出ることが良く
分かりました。
続いて、給与所得者の扶養控除等（異動）申告書に
ついてと通勤手当の非課税限度額の計算について、ど
ちらも普段実務を担当している私にとって大変興味深
い話で、明日からの仕事に
役立てていこうとたくさん
メモを取りました。
「所得税は実に奥が深
い！」と感じた林上席の講
義でした。
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―― 部会員募集中です。（詳細は TEL 3388－6896  中野法人会事務局まで）――

終了後の表彰式＆パーティー

美女に挟まれて！ 横山氏池田氏

部 会 だ よ り 部 会 だ よ り 部 会 だ よ り 

《源泉研究部会》

◆『第345回研修会』を開催 ◆
～ 源泉所得税あれこれ ～

関東バス（株） 三原祐司

安藤部会長 講師：林上席

《青年部会・東法連ニュース》
◆第４ブロック部会長・役員会議◆
２月19日、中野（俺んち）で開催され、当会より６
名の方が参加しました。

◆第７回　東法連青連協　交流ボウリング大会◆
３月10日、東法連・青連協では、東京ドームボウ
リングセンターで「交流ボウリング大会」を開催し
まし、当会より５名の方が参加しました。

～皆様、大変熱心に…～ ～終了後の役員会～

（2月19日於：俺んち）（挨拶：滝口ブロック長）（乾杯：佐渡様） 来年は、優勝します！

（3月19日 役員会 於：中野サンプラザ）

（3月14日 役員会 於：法人会舘）

さあ！優勝を目指して…

成績は下記の通りです。（敬称略）
●優　勝　池田　　誠（玉川法人会）
●準優勝　横山　浩之
●第３位　柴野　直樹
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―― 部会員増強に皆様のご協力をお願い致します。――

青年部会では、２月７日、『第347回研修会』が
法人会館で行われました。講師に、税理士の斎藤
先生を招聘して、「相続対策の基本」と題して約
１時間研修をして頂きました。
先ず、平成27年１月１日以降「相続税の改正」
が実施される事。「最高税率の引き上げ」や「基
礎控除の引き下げ」について話されました。
「相続税はどれくらい増えるか」「誰にでも相
続税がかかる可能性がある事」「相続税は何に課
税されるか」
「相続税計算の仕組みと特例」「小規模宅地の

評価減の要件緩和」「相
続税の申告期限の注意
点」「相続税・贈与税の
傾向」等…話された後、
「相続税の基本」につい
て話して頂きました。

１．相続を争族にかえない
・家族全員が幸せになろう！
２．納税を考える
・不動産・生命保険
３．相続税対策（節税）
・資産の組み替え等　・生前贈与等
あと１年を切った

「相続税の改正」に向
け、大変に貴重な研修
をして頂きました。
本当に有難うござい
ました。

部 会 だ よ り 部 会 だ よ り 部 会 だ よ り 

《女性部会》《青年部会》2月6日＆2月7日「研修会」を開催

◆相続対策の基本◆
～ 相続税増税まであと1年… ～

（株）CZAR Styled53 遠藤康子

３月10日、「東法連・女連協 平成25年度全体連
絡会議」が、ハイアットリージェンシー東京で開
催され、当会より３名の方が参加しました。
主催者挨拶に続き、「税に関する絵はがきコンク
ール」の選考発表が…。
その後、「銀座流おもてなし～銀座のママが語る
人間力、経営力～」と題して講演がありました。

講師の白坂亜紀氏は、大分県の
竹田氏にお生まれになり、生家は
現在、瀧廉太郎記念館になってい
るそうです。
早稲田大学に入学後、女子大生
ママになり、一躍著名人の間で有
名に…。
やがて超一流のママになり、現在では、ＧＳＫ

（銀座社交料飲協会）の緑化部長として、又、京都
造形芸術大学東京学舎で講師も務めておられます。

「銀座ミツバチプロジェクト」にも積極的に参
加するなど大活躍の日々との話に大変感動致しま
した。

《女性部会》

◆東法連女連協
平成25年度全体連絡会議◆

会計監査　大島昭子

�野部会長講師の斎藤先生 三鴨部会長

講師の白坂亜紀氏

（2月6日女性部会の皆様） （2月7日青年部会の皆様）

参加された皆様 松本・元署長様と…

２月６日、法人会館において「役員会」を開催
しました。
「税に関する絵はがきコンクール」始め、次年
度の事業について検討しました。３月18日には、
会計監査も行いました。

《女性部会　役員会を開催》

（2月6日於：法人会館） （3月18日 於：法人会館）



な　　　　か　　　　の（196号）

（ ）18

―― 会員募集中です。（詳細は TEL 3388－6896  中野法人会事務局まで）――

青年部会独自で“租税教室”を実施！ 
2月13日　青年部会が独自の租税教室を…！（区立白桜小学校） 

～～～～～  （6年1組）　講師：竹下副部会長　　助手：小高様 ～～～～～ 

～～～～～ （6年2組）　講師：新井副部会長　　助手：吉永幹事 ～～～～～ 

2月13日　青年部会が独自の租税教室を…！（区立上高田小学校） 

～～～～～ （2月3日　於：法人会館）　事前デモを…！！ ～～～～～ 

～～～～～～～ （2月13日）応援頂いた皆様 ～～～～～～～ 

～～～～～ 講師：三鴨部会長　　助手：小高様 ～～～～～ 

活発な社会貢献活動を展開 !!活発な社会貢献活動を展開 !!
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―― 会員増強に皆様のご協力をお願い致します。――

1位 

今回は、中野区商店街連合会主催で実施されました  

�フランス菓子  ふじの木 
【住所】若宮3-17-6　【電】03-3330-4261　【駅】都立家政 
【営】11：00～20：00　【休】水曜日 

かせいチャン de シュー 
フランス菓子  ふじの木 

獲得点数 
TOTAL 1289 Point

�ト－キョ－ワッフル 
【住所】若宮3-17-6　【電】03-3330-4261　【駅】都立家政 
【営】11：00～20：00　【休】水曜日 

アールグレイ（紅茶）ワッフル 
トーキョーワッフル 

獲得点数 
TOTAL 889 Point

�串揚げ  あげあげ 
【住所】東中野1-23-2 近藤ビル1F　【電】03-5937-2955 
【駅】東中野　【営】18：00～2：00（LO1：30）　【休】月曜日 

フォアグラメンチカツ 
串揚げ  あげあげ 

獲得点数 
TOTAL 641 Point

�オステリア  千一 
【住所】東中野4-20-18 ビション東中野1F 
【電】070-5077-2590　【駅】東中野 
【営】11：30～14：30／18：00～22：00（LO21：30） 

牛すじのトマト煮込み 
オステリア  千一 

獲得点数 
TOTAL 543 Point

●肝心屋  中野店 
【住所】中野3-36-5　【電】03-3380-2985　【駅】中野 
【営】17：00～24：00／（日・祝）17：00～23：00 
【休】月曜日 

獲得点数 
TOTAL 374 Point

3点盛ハーフ（タン・カルビ・ハラミ） 
肝心屋  中野店 ※現在は「三点盛り」￥2100

０７ 

1位 

2位 2位 

3位 3位 

4位 4位 

5位 5位 
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この会員証紙を切り取って確定申告書にお貼りください。 
（公社）中野法人会会員 （公社）中野法人会会員 

矢島氏を中心に開始前の役員会 ～～～～～ 応援頂いた皆様 ～～～～～ 

矢島氏とご友人 “受付はこちらです” 開会式の様子 経済団体代表挨拶：麻沼様 

挨拶：田中区長 挨拶：小松署長 ～～～ ご来賓の皆様 ～～～ 

終了後：ホッと一息 10�完走の宮治氏と… 

～ ３� ウォーキング ～ ～ ２� ラン  スタート前 ～ ～ ４� ラン  スタート前 ～ 

ワーイ！乗ったよ 

サンプラザ中野氏 上野由岐子氏 実井謙二郎氏 池谷幸雄氏 中野大輔氏 塚本功貴氏 

“もうすぐゴールだ！” 三塚署長と… 

中野ランニングフェスタ2 0 1 4中野ランニングフェスタ2 0 1 4

活発な社会貢献活動を展開 !!活発な社会貢献活動を展開 !!


